
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人中川精市の上告趣意第一点について。

　原判決が所論のごとく住居侵入と窃盗の事実を認定し、それぞれ相当法条を適用

した上牽連犯として重き窃盗の刑を以て処断したことは所論のとおりである。そし

て、本件起訴状には公訴事実中に「屋内に侵入し」と記載されてはいるが罪名は単

に窃盗と記載され罰条として刑法二三五条のみを示しているに過ぎない。しかも第

一審公判調書を見るに右住居侵入の訴因について、裁判官の釈明もなく検察官にお

いて罰条を示して訴因を追加した形跡もなく第一審判決もその点について何等の法

律適用を示していない。されば、住居侵入の点は訴因として起訴されなかつたもの

と見るのが相当である。しかるに原判決は第一審判決が前科のある事実を判決の理

由中に示さなかつた点を職権を以て理由にくいちがいあるものとして（判決に理由

を附せずの誤りと認める昭和三年大審院刑事判例集三三頁参照）破棄自判しながら

訴因の追加もないのに住居侵入の犯罪事実を認定しこれに対し刑法一三〇条を適用

したのは、結局審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるものとい

わなければならない。しかし、原判決は住居侵人と窃盗の牽連一罪の刑を以て処断

したものであるから、右違法は未だ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するも

のと認め難い、そして、本論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、ま

た、右のごとく同四二条を適用すべきものとも認められないから、採ることができ

ない。

　同第二点について。

　論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。しかのみな
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らず、原判決が証拠として掲げている第一審第一回の公判調書によれば被告人は判

示犯罪の日時を認めているから、これを以て原判示の犯罪日時の認定を是認するこ

とができるばかりでなく、犯罪の日時は通常罪となるべき事実ではなく、単にこれ

を特定する一方法たるに過ぎないから（刑訴二五六条三項参照）犯罪の日時の認定

は罪となるべき事実の誤認ともいえない。それ故所論は同四一一条の事由にも当ら

ない。

　同第三点について。

　所論は刑の量定の非難であるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の事由に

当らないしまた、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。
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